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（仮称）鳩山新ごみ焼却施設整備・運営事業の 

事業者選定に係る客観的評価結果について 

 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７

号）第８条第１項の規定に準じ、（仮称）鳩山新ごみ焼却施設整備・運営事業を実施する事業

者を選定したので、同法第１１条第１項の規定に準じて行った客観的な評価の結果をここに公

表する。 

 

平成２９年１２月２８日 

 

埼玉西部環境保全組合 

管 理 者   齊 藤 芳 久 

１ 事業概要 

 

（１）事業名称 

（仮称）鳩山新ごみ焼却施設整備・運営事業 

 

（２）事業目的 

埼玉西部環境保全組合（以下「本組合」という。）は、鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町及

び越生町の１市３町の住民ならびに事業者が排出する可燃ごみ等を高倉クリーンセンタ

ーで焼却処理しているが、同施設は平成 7年の稼働開始後 20年が経過し、設備・装置等

の老朽化が進行してきている。そのため、本組合は同施設の建替え施設である本施設の整

備を行う。 

本事業は、ごみ処理施策をより効率的かつ効果的に推進するため、施設の設計・建設及

び運営を行うことを目的とする。 

 

（３）施設の概要 

工場棟 

施設規模 130t/日（65t/日×2炉） 

処理方式 ストーカ式焼却方式 

排ガス処理 
ろ過式集じん器、乾式吹込み方式、触媒脱硝方式、活性

炭噴霧 

排水処理 

ごみピット排水：ろ過後、炉内噴霧又はごみピット循環 

プラットホーム床排水：処理後再利用 

機器排水（純水等）：処理後再利用 

燃焼ガス冷

却設備 

廃熱ボイラ方式 

エコノマイザ 

発電設備 タービン発電 

その他 

施設 
管理棟、計量棟、付属棟（ストックヤード）、外構施設等 
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（４）事業内容 

１）事業方式 

本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に準じて

実施する事業であり、事業者が、本組合の所有となる本施設について設計・建設、運営・

保全管理を一括して受託するＤＢＯ方式とする。 

 

２）契約の形態 

（ア）本組合と事業者は、基本契約を締結する。 

（イ）基本契約に基づいて、本組合は、設計企業と建設企業による建設ＪＶ等と本事業

に係る建設請負契約を締結する。 

（ウ）基本契約に基づいて、本組合は、ＳＰＣと運営委託契約を締結する。 

 

３）事業期間 

事業期間は、次のとおりとする。なお、本施設は、運営開始後 30年間に渡って使用

する予定である。 

（ア）設計・建設期間：平成 30年 4月から平成 34年 9月までの 4年 6ヶ月間 

（イ）運営期間   ：平成 34年 10月から平成 50年 3月までの 15年 6ヶ月間 

 

４）事業期間終了後の措置 

事業者は、事業期間終了時に本施設を本組合の定める明け渡し時における施設の要求

水準を満足する状態を保って、本組合に引継ぐものとする。 

 

５）事業の対象となる業務範囲 

（ア）事業者が行う業務 

①本施設の設計・建設に関する業務 

1) 本施設の設計（造成事業含む） 

2) 本施設の建設（造成事業含む） 

3) 測量・地質等の本組合が提示する調査結果以外に必要となる調査 

4) 本組合の循環型社会形成推進交付金（以下「交付金」という。）申請支援 

5) 生活環境影響調査の支援 

6) 本組合が行う許認可申請支援 

7) 建設工事に係る許認可申請 

8) 近隣対応（事業者が負担すべき範囲） 

②本施設の運営・保全管理に関する業務 

1) 受付管理業務 

2) 運転管理業務 
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3) 保全管理業務 

4) 環境管理業務 

5) 情報管理業務 

6) 発電業務 

7) 見学者対応等業務 

8）関連業務 

（イ）本組合が行う業務 

①本施設の設計・建設に関する業務 

1) 近隣対応（本組合が負担すべき範囲） 

2) 生活環境影響調査（再評価） 

3) 交付金申請 

4) 施設設置に係る届出 

5) 本施設の設計・建設工事監理 

6) その他これらを実施する上で必要な業務 

②本施設の運営・保全管理に関する業務 

1) 近隣対応（本組合が負担すべき範囲） 

2) 運営・保全管理モニタリング 

3) 本施設の見学者対応 

4) 焼却残さ等の運搬・処分及び資源化物の運搬・売却 

5) その他これらを実施する上で必要な業務 

 

（５）事業者の選定方法 

事業者の選定は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10の 2の規

定に基づく総合評価一般競争入札方式によるものとする。 
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２ 事業者選定までの経過 

 

（１）事業者選定審査委員会の設置 

事業提案の審査は、透明性及び公平性を確保することを目的として設置された学識経験

者等で構成される「（仮称）鳩山新ごみ焼却施設整備・運営事業者選定審査委員会」（以

下「選定審査委員会」という。）において行った。 

選定審査委員会は、以下の６名で構成される。 

 

委 員 長 寺嶋 均 （一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 名誉会長） 

副委員長 和田 公雄（鶴ヶ島市 副市長） 

委    員 高橋 欣也（城西大学経営学部 マネジメント総合学科 助教） 

委    員 冨岡 昌彦（鳩山町 副町長） 

委    員 福手 勤 （東洋大学理工学部 都市環境デザイン学科 教授） 

委    員 山口 直也（青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 准教授） 

 

（２）選定審査委員会の開催経過 

選定審査委員会は、以下の経過で行った。 

 

回数 日程 主な内容 

第 1回 平成 28年 12月 21日（水） 

・委員への委嘱手続き 

・委員長及び副委員長の選出 

・事業概要、実施方針（案）、今後のスケ

ジュール 

第 2回 平成 29年 3月 15日（水） 

・実施方針に対する質問・意見への回答に

ついての報告 

・特定事業選定についての報告 

・事業者選定方法について 

・募集書類（案）について 

第 3回 平成 29年 4月 11日（火） 
・審査の進め方の確認 

・募集書類（案）等審議 

第 4回 平成 29年 9月 1日（金） ・入札公告以降の経過報告について 

第 5回 平成 29年 10月 23日（月） ・提案内容評価について 

第 6回 平成 29年 11月 27日（月） 

・提案内容のヒアリング 

・提案書の審査 

・最優秀提案の選定 等 
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（３）事業スケジュール 

選定審査委員会の審議事項に併せ、実施スケジュールを以下のとおりとした。 

 

平成 29年 4月 26日（水） 入札公告（入札説明書等の公表） 

平成 29年 5月 12日（金） 入札説明書等に対する説明会 

平成 29年 5月 22日（月） 
～5月 23日（火） 

質問の受付（第１回） 

平成 29年 6月 21日（水） 質問回答の公表（第１回） 

平成 29年 6月 27日（火） 参加表明書、資格審査申請書類受付 

平成 29年 7月 5日（水） 資格審査結果の通知 

平成 29年 7月 12日（水） 
～7月 14日（金） 

質問の受付（第２回） 

平成 29年 8月 3日（木） 質問回答の公表（第２回） 

平成 29年 9月 27日（水） 提案書の受付（入札） 

平成 29年 11月 27日（月） 最優秀提案の選定 

平成 29年 12月 1日（金） 落札者の決定及び公表 

平成 30年 1月中旬 仮契約締結 

平成 30年 2月中旬 本契約締結 
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３ 審査の手順及び方法 

 

（１）参加資格審査 

本組合は、入札参加者から提出される入札参加表明書及び参加資格審査申請書類により、

入札説明書に示す参加資格要件をすべて満たしていることを確認する。参加資格要件を満

たしていない場合は失格とする。 

 

（２）開札 

本組合は、入札書に記載された入札価格が、予定価格の範囲内であることを確認すると

ともに、当該金額から算出される入札価格に関する事項の得点を選定審査委員会に報告す

る。なお、入札価格が予定価格を超えている入札参加者は失格とする。 

 

（３）基礎審査 

本組合は、入札参加者から提出される提案書により、入札参加者が以下に示す基礎審査

項目を満たしていることを確認する。基礎審査項目について１項目でも満たさないことが

確認された場合は失格とする。全ての基礎審査項目を満たしていることが確認された場合、

当該提案書について加点審査を行う。 

 

【基礎審査の項目】 

審査対象 基礎審査項目 

共通事項 

・提案書全体について、同一事項に対する２通り以上の提案又は提

案事項間の齟齬、矛盾等がないこと。 

・提案書全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制

限等）となっていること。 

設計・建設業務

に関する提案

書 ・事業者からの提案内容が要求水準書等を満たし提案されているこ

と。 運営・保全管理

業務に関する

提案書 

事業計画に関

する提案書 

・事業者からの提案内容が要求水準書等を満たし提案されているこ

と。 

・リスク分担に関し、特定事業契約書（案）で示したリスクの分担

と齟齬がないこと。 

設計図書 ・設計図書の内容が要求水準書等を満たしていること。 
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（４）加点審査 

加点審査においては、設計・建設、運営・保全管理、事業計画及び入札価格の各審査項

目について提案内容を得点化し、得点の合計値を総合評価値とする。 

なお、加点審査における各審査項目の配点及び評価の視点については、本組合が本事業

に期待する事項の必要性又は重要性を勘案して設定した。 

 

【加点審査の配点表（項目別）】 

審査項目（大項目） 審査項目（中項目） 配点 

１．設計・建設業務に

関する事項 

（１）施設の安全かつ安定的な稼動 ５点 

（２）環境への配慮 ８点 

（３）災害対策 ５点 

（４）地域住民への配慮 ４点 

（５）施工計画 ３点 

小計 ２５点 

２．運営・保全管理業

務に関する事項 

（１）受入対応業務 ３点 

（２）運転管理業務 ６点 

（３）保全管理業務 ５点 

（４）環境・情報管理業務 ３点 

（５）組合との協働 ３点 

小計 ２０点 

３．事業計画に関する

事項 

（１）長期収支計画の安定性 ４点 

（２）リスク管理 ４点 

（３）地域への貢献 ７点 

小計 １５点 

１～３の計 ６０点 

４．入札価格に関する事項 ４０点 

合  計 １００点 

 

（５）入札価格に関する事項以外の得点化方法 

選定審査委員会は、提案書に記載された内容について、要求水準書等に示す要件を超え

る部分に対して、その評価に応じた得点を付与する。 

なお、その中項目ごとに、次に示す５段階評価に基づき、各委員が個別に評価を行い、

その平均値を当該入札参加者の得点とする。得点は、小数点第三位以下を四捨五入した値

とする。 
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評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 当該評価項目において特に優れている 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×0.75 

Ｃ 当該評価項目において優れている 配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×0.25 

Ｅ 当該評価項目において優れていると認められない 配点×0.00 

 

（６）入札価格以外の審査項目、審査のポイント及び配点 

 

【加点審査の配点表】 

審査項目（小項目別） 配点 

１．設計・建設業務に関する事項 25点 

 （１）施設の安全かつ安定的な稼動 

5点 

  
ア 社会情勢の変化に伴うごみ量・ごみ質の変動に対し、施設の安定稼動

を維持するための工夫について優れた提案がなされているか。 

 

 
イ 施設の 30年間の安定稼動を目標とした施設長寿命化について、設計・

建設面で優れた提案がなされているか。 

 

ウ 全体配置計画及び動線計画（搬入出車両の場内滞留、保全管理面等）

の安全対策及び安定稼動について、設計・建設面で優れた提案がなさ

れているか。 

 

エ 作業員の安全対策について、設計・建設面で優れた提案がなされてい

るか。 

オ その他、施設の安全かつ安定な稼働について、優れた提案がなされて

いるか。 

（２）環境への配慮 

8点 

  
ア 排ガス（DXN、水銀等）・騒音・振動悪臭等の環境対策（保証値）につ

いて、優れた提案がなされているか。 

  
イ ごみ発電の発電効率・年間売電量及び CO2削減について、設計・建設

面で優れた提案がなされているか。 

  
ウ 焼却残渣（主灰量、飛灰量）量の削減について、設計・建設面で優れ

た提案がなされているか。 

  エ その他、環境への配慮について、優れた提案がなされているか。 

 
 

（３）災害対策 

5点 

  
ア 建屋及びプラント設備の耐震性について、設計・建設面で優れた提案

がなされているか。 

  
イ 災害発生時の地域防災拠点としての施設利用、およびライフライン遮

断時の安全対策・早期復旧について、優れた提案がなされているか。 

  ウ その他、災害対策について、優れた提案がなされているか。 

 （４）地域住民への配慮 

4点 

  
ア 地域住民の交流の場、日頃から親しめる施設の確保について、優れた

提案がなされているか。 

  
イ 見学者対応及び環境学習機能等について設計・建設面で、優れた提案

がなされているか 

  
ウ その他、地域住民への配慮について優れた提案がなされているか。 
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審査項目（小項目別） 配点 

 （５）施工計画 

3点 

  ア 工事の工程遵守及び品質管理にあたり、優れた提案がなされているか。 

  
イ 造成計画について、残土量の低減を図った優れた提案がなされている

か。 

  
ウ 工事中の周辺環境及び作業環境への配慮について、優れた提案がなさ

れているか。 

  エ その他、施工計画について、優れた提案がなされているか。 

２．運営・保全管理業務に関する事項 20点 

 （１）受入対応業務 

3点 

  ア 計量作業円滑化の為の工夫について、優れた提案がなされているか。 

  
イ 搬入禁止物・処理不適物の確認方法について、優れた提案がなされて

いるか。 

  ウ その他、受入対応業務について、優れた提案がなされているか。 

 （２）運転管理業務 

6点 

  
ア 施設の安定稼動を確保する為の運転計画、人員配置、教育訓練、履行

状況の評価・対策・改善対応について、優れた提案がなされているか 

  
イ 公害防止基準を遵守するための運転管理について、優れた提案がなさ

れているか。 

  ウ 発電量及び売電量確保について、優れた提案がなされているか。 

  
エ 省資源化・省エネルギー化（薬剤・用役等）について、優れた提案が

なされているか。 

  オ その他、運転管理業務について、優れた提案がなされているか。 

 （３）保全管理業務 

5点   
ア 施設の 30年間の安定稼動を目標とした長期的な保全計画について、

優れた提案がなされているか。 

  イ その他、保全管理業務について、優れた提案がなされているか。 

 （４）環境・情報管理業務 

3点 

  
ア 排ガス、排水、騒音、振動、悪臭等の環境保全計画（測定項目、頻度、

箇所等）について、優れた提案がなされているか 

  
イ 地域住民に対する施設保全方針（運営、管理、稼動期間など）に関す

る情報発信、来場者対応について、優れた提案がなされているか。 

 
 ウ その他、環境・情報管理業務について、優れた提案がなされているか。 

（５）組合との協働 

3点 

  
ア 運営期間中における、業務実施状況に関する、組合への報告方法及び

連絡・体制について、優れた提案がなされているか。 

  
イ 見学者説明及び環境啓発活動等に対する支援体制について、優れた提

案がなされているか 

  
ウ 緊急時（災害含む）における、組合と協働による来場者及び作業員の

安全確保について、優れた提案がなされているか。 

  
エ セルフモニタリングの項目、実施方法について、優れた提案がなされ

ているか。 

  オ その他、組合との協働について、優れた提案がなされているか。 

３．事業計画に関する事項 15点 

 （１）長期収支計画の安定性 

4点   ア ＳＰＣの長期収支計画について、優れた提案がなされているか。 

  イ 長期収支計画に沿った事業遂行に影響を及ぼす不測の事態への対応策
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審査項目（小項目別） 配点 

について、優れた提案がなされているか。 

  
ウ その他、長期収支計画の安定性について、優れた提案がなされている

か。 

 （２）リスク管理 

4点 

  
ア リスク管理の基本的な考え方について、優れた提案がなされている

か。 

  
イ 本事業に伴うリスクの認識と対応策（リスクの内容、負担者、保険活

用等）について、優れた提案がなされているか。 

 
 ウ その他、リスク管理について、優れた提案がなされているか。 

（３）地域への貢献 

7点 

  

ア 本事業について、設計・建設、運営の各段階における地元企業（鶴ヶ

島市、毛呂山町、鳩山町又は越生町に本店または支店等を置く企業）

の活用方針について、優れた提案がなされているか。 

  
イ 本事業における地元人材（鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町又は越生町の

在住者）の活用方針について、優れた提案がなされているか。 

  
ウ その他、本施設周辺の住民との良好な信頼関係を構築するための地域

への貢献について、優れた提案がなされているか。 

１～３の計（入札価格以外の審査項目） 60点 

４．入札価格に関する事項 40点 

合計（全ての加点審査項目） 100点 

 

（７）入札価格に関する事項の得点化方法 

入札価格については、次の方法により得点を付与する。 

 

１）入札参加者の中で、最小の入札価格となった提案に対し、価格に関する配点の満

点を付与する。 

 

２）他の入札参加者の提案については、最低入札価格との比率により算出する。得点

は小数点第三位以下を四捨五入した値とする。 

 

（算定式） 

 

 

最低入札価格 

入札価格 
入札価格得点＝           ×４０点 
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４ 審査結果 

 

（１）参加資格審査 

平成 29 年 4 月 26 日（水）に入札公告を行い、平成 29 年 6 月 27 日（火）までに参加

表明書及び資格審査申請書類を受け付けたところ、次の 1 グループから入札参加の申請が

あった。 

本組合は、参加資格審査にて入札参加資格を有することを確認し、平成 29 年 7 月 5 日

（水）に代表企業に対し参加資格結果を書面にて通知した。 

 

グループ名 
構成

員数 
企業名 構成員の役割 

株式会社ＩＨＩ環

境エンジニアリン

ググループ 

5 社 

株式会社ＩＨＩ環境 

エンジニアリング 

代表企業、設計企業（プラント担当）、

建設企業（プラント担当）、運営企業 

三井住友建設株式会社 
設計企業（建屋担当）、建設企業（建屋

担当） 

株式会社田中工業 建設企業（建屋担当） 

伊田テクノス株式会社 建設企業（建屋担当） 

株式会社クリーン工房 その他企業 

 

なお、平成 29 年 7 月 12 日（水）において、株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリンググ

ループより、構成員１企業（株式会社田中工業）の脱退に伴う構成員変更について届出が

あった。 

本組合において、構成員変更に伴う入札参加資格要件を確認し、グループとして入札参

加資格要件を維持していること、また脱退理由等を確認し、やむを得ない事情であると判

断した。 

 

（２）基礎審査 

平成 29 年 9 月 27 日（水）に 1 グループより提案書が提出され、同日午後 3 時 30 分に

本組合が開札を行い、入札価格が予定価格の範囲内であることを確認した。 

また、本組合が基礎審査を行ったところ、基礎審査項目を満たしていることを確認した。 
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（３）加点審査 

選定審査委員会は提案書について、平成 29年 11月 27日（月）にヒアリングを実施し、

落札者決定基準に基づき技術提案内容の加点審査を行った。審査結果は、次に示すとおり

である。 

 

審査項目（大項目） 審査項目（中項目） 配点 
株式会社ＩＨＩ環

境エンジニアリン

ググループ 

１．設計・建設業務に

関する事項 
（１）施設の安全かつ安定的な稼動 ５点 ２．７１点 

（２）環境への配慮 ８点 ５．３３点 

（３）災害対策 ５点 ３．３３点 

（４）地域住民への配慮 ４点 ２．３３点 

（５）施工計画 ３点 ２．００点 

小計 ２５点 １５．７０点 

２．運営・保全管理業

務に関する事項 
（１）受入対応業務 ３点 １．８８点 

（２）運転管理業務 ６点 ４．００点 

（３）保全管理業務 ５点 ３．３３点 

（４）環境・情報管理業務 ３点 １．８８点 

（５）組合との協働 ３点 １．７５点 

小計 ２０点 １２．８４点 

３．事業計画に関する

事項 
（１）長期収支計画の安定性 ４点 ３．００点 

（２）リスク管理 ４点 ２．００点 

（３）地域への貢献 ７点 ３．７９点 

小計 １５点 ８．７９点 

小計１～３の合計 ６０点 ３７．３３点 

 

審査項目 配点 
株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリング

グループ 

入札価格（税抜き） － １７，７２５，９３５，３２０円 

４．入札価格に関する事項 ４０点 ４０．００点 

※入札予定価格は、17,905,357,000 円（税抜き） 

 

（４）選定審査委員会が評価した事項 

提案について選定審査委員会が評価した事項を以下に示す。 

 

審査項目 評価した事項 

１．設計・建設業務に関する事項 

（１）施設の

安 全 か つ

安 定 的 な

稼動 

・遠隔運転支援等の技術支援システムの導入による安定稼動に関しての具

体的な提案 

・コンベアの台数が多いが、磨耗腐食対策を踏まえた材質選定等による長

寿命化に関しての具体的な提案 

・搬入車両の混雑回避や速やかな搬入出に配慮したルート構築等に関して
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審査項目 評価した事項 

の具体的な提案 

 

（２）環境へ

の配慮 

・燃焼制御システムや排ガス処理システムによる公害防止に多段階濃度管

理等の導入による基準遵守及び排ガスの保証値に関しての具体的かつ

優れた提案 

・高効率なごみ発電の提案 

・装置の余裕率や薬剤の工夫等による焼却灰量及び飛灰量の最少化対策に

関しての具体的かつ優れた提案 

 

（３）災害対

策 

・災害対策に係る施設配置に関しての具体的かつ優れた提案 

・災害時の避難場所としての機能及び水の確保等のライフライン遮断時の

早期復旧に関しての具体的かつ優れた提案 

 

（４）地域住

民 へ の 配

慮 

・機能やスペースについての具体的な提案 

・啓発や展示方法に関しての具体的な提案 

 

（５）施工計

画 

・試運転期間・機器等の施工期間の確保、施工体制等に関しての具体的か

つ優れた提案 

・残土発生量を低減するための具体的な対策 

・濁水処理等の環境対策に関しての具体的な対策 

・環境負荷低減活動等に関する具体的な提案 

 

２．運営・保全管理業務に関する事項 

（１）受入対

応業務 

・搬入者の誘導方法、車両滞留スペースの確保・分散搬入による混雑の緩

和等に関しての具体的な提案 

・搬入禁止物の混入予防対策に関して監視や検査方法等に複数の具体的な

提案 

・作業員の教育実施等、その他受入対応に関しての具体的な提案 

 

（２）運転管

理業務 

・運営開始後の指導、運転操作技術の維持・向上の方法、技術支援、人員

配置、人材育成方法等に関しての具体的な提案 

・薬剤・用役の適正な利用管理方法等に関しての具体的な提案 

・独自の支援システムによる運転支援等に関しての具体的な提案 

・監視・運転支援システムによる故障予知等の管理方法に関しての具体的

かつ優れた提案 

 

（３）保全管

理業務 

・維持補修費の平準化や事業期間満了後の特定部品供給等に関しての具体

的かつ優れた提案 

・事業期間終了後の支援等に関しての具体的かつ優れた提案 

 

（４）環境・

情 報 管 理

業務 

・地域住民への啓発、地域との連携、情報発信手法等に関しての具体的な

提案 

 

（５）組合と

の協働 

・情報の一元化等の伝達手段に関しての具体的な提案 

・支援ツール、イベント企画提案等に関しての具体的な提案 

・組合連携、安全確保、物資支援、訓練等の緊急時対応に関しての具体的

な提案 

３．事業計画に関する事項 
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審査項目 評価した事項 

（１）長期収

支 計 画 の

安定性 

・資本金額、出資比率等の資金計画に関しての具体的な提案 

・増融資枠や内部留保、損失へのバックアップ、グループ内融資等の不測

の事態への対応策に関しての具体的かつ優れた提案 

 

（２）リスク

管理 

・リスク管理の基本方針や実施体制に関しての具体的な提案 

・複数のリスクに対する具体的な対策、要求水準書以上の保険付保、リス

ク管理のツールに関しての具体的な提案 

 

（３）地域へ

の貢献 

・事業期間を通じた地元企業への発注規模や複数の地元企業の活用拡大を

図るための方法等に関しての具体的な提案 

・地元雇用について拡大を図るための具体的な提案 

・情報発信、イベント参加、企画等に関しての複数の具体的な提案 

 

 

 

（５）最優秀提案の選定 

選定審査委員会は、加点審査を行った結果、株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリンググル

ープによる提案を最優秀提案として選定した。なお、選定審査委員会による審査講評を別

紙に示す。 

 

 株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリンググループ 

提案内容の得点 ３７．３３点 

入札価格の得点 ４０．００点 

合計（総合評価値） ７７．３３点 

 

（６）落札者の決定 

本組合は、選定審査委員会の選定結果を踏まえ、平成 29 年 12 月 1 日に株式会社ＩＨ

Ｉ環境エンジニアリンググループを落札者として決定した。 
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５ 落札者の事業計画に基づく財政支出の削減効果 

落札者の落札価格に基づき、本事業をＤＢＯ事業として実施する場合の本組合の財政支出

と本組合が直接事業を実施する場合の財政支出の比較を行った結果、次に示すとおり、現在

価値換算で757,184千円（７．４１％）の財政支出の削減が見込まれる結果となった。 

 

（現在価値換算金額） 

①従来方式（公設公営方式）における本組合の財政支出 10,218,539千円 

②ＤＢＯ方式における本組合の財政支出 9,461,355千円 

③ＤＢＯ方式の導入による財政支出の削減効果（＝①－②） 

【（①－②）÷①×100】 

757,184千円 

【７．４１％】 

 



 

審 査 講 評 

 

本選定審査委員会は、老朽化した高倉クリーンセンターの建替えを目的とし、施設の設計・

建設及び運営を一括してＤＢＯ方式にて委託する事業者を選定するために、事業提案の審査を

行ったものである。 

結果的に応募事業者が１グループであったことは残念なことであるが、慎重に審査を行った

結果、基礎審査は合格しており、当委員会として最優秀提案に選定することとなった。 

特に、環境への配慮として具体的な数値が示されていることや、保全管理業務について明確

な定期点検の方法などの提案がなされていること、長期収支計画の安定性について、不測の事

態に備えた追加増融資の提案などについて、比較的高い評価となった。 

このような提案を創出された事業者の努力に、深く感謝を申し上げる。 

なお、本事業をより良いものとするため、選定審査委員会として、落札者の株式会社ＩＨＩ

環境エンジニアリンググループには、次の点に配慮し、事業を実施していただきたい。 

 

・公害防止基準（保証値）を確実に遵守するとともに、事故の防止、臭気発生の防止等に努め、

地域住民の安心・安全の確保を実現すること。 

・建設用地は直下型地震の発生が想定される地域（越生活断層帯から５km 圏内）に所在する

ため、耐震性に極力配慮した設備設計・施工を行うこと。 

・事業期間を通じ、住民への対応に十分配慮し、積極的な情報開示等による信頼関係の醸成に

努めること。 

・組合が想定する施設利用期間（30 年）においては、確実な稼動が達成できるよう、本事業

期間において適切な運転管理・保全管理を実施すること。 

・従事職員の能力育成に努めること。 

・窒素酸化物の排出抑制等、燃焼管理や排ガス対策において積極的な工夫をすること。 

・要求水準及び提案内容の確実な履行に加えて、組合の要望事項に対して真摯な対応に努める

こと。 

 

（仮称）鳩山新ごみ焼却施設整備・運営事業者選定審査委員会 

委 員 長 寺嶋 均 

副委員長 和田 公雄 

委    員 高橋 欣也 

委    員 冨岡 昌彦 

委    員 福手 勤 

委    員 山口 直也 

 

 

別 紙 


